
　　　          【個人県民税】  　　　　　　　　　　【法人等県民税】

①事業所得者等 ②給与所得者 ③法人等

雇用主（特別徴収義務者）

市　　　　町 栃　　木　　県

とちぎの元気な森づくり基金

積立

平年ベースで、年間約
８億円の税収を見込ん
でいます。

森林の働きを持続的に発揮させ
るための各種事業を実施

普通徴収

特別徴収

（納付） （納入） （納付）

申告納付

払込み



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この事業を１０年間行います。全体事業費は８０億円必要になります。１年間の事業費　８億円

公益的機能の発揮が求められてい

るにもかかわらず、荒廃している ス

ギ・ヒノキの人工林に、間伐を行い

元気で安全な森林に再生します。

【対象森林】

　スギ・ヒノキの人工林で公益的機能

の発揮が特に求められているにもか

かわらず、過去１５年以上手入れが

されず、採算がとれない森林

【実施内容】

　間伐を実施します。（間引く割合を

通常よりも高くします。）

【実施主体】

　県が実施します。

【実施上の制限等】

　実施森林には、整備協定締結や保

安林指定によって土地転用の禁止

等の制限がかかることになります。

１年間で整備する森林は、
　　　　　　　　　４，０００ｈａで、
　必要な事業費は、
　　　　４億５千万円となります

県民が広く森づくりに参加できるよう

支援します。

森とのふれあいや木を使うことを通

じ森林の大切さを普及啓発します。

１年間で必要な事業費は、
　　　　　１億５千万円となります

【実施内容】

①県民協働森づくり推進情報セン

   ターの整備

②森林環境教育の推進

③森とふれあう機会の創出

④ボランティアによる森づくり活動

   の推進

⑤木を使うことを通して森林整備の

   必要性の理解促進

【実施主体】

　県と市町が連携して実施します。

１年間で整備する森林は、
　　　　　　　　　　　９００ｈａで、
　必要な事業費は、
　　　　　　　　２億円となります

人家等の周辺にあって将来まで守り

残したい里山林、通学路沿いにあっ

て暗い里山林などを明るく安全な森

林に再生します。

【対象森林及び実施内容】

 人家周辺等にある里山林のうちで

 ①優れた自然景観等から将来まで

 　 守り残していくための整備

 ②通学路周辺にあり、子どもたち等

　　の安全を確保するための整備

 ③農作物に害を及ぼすイノシシ等

    を近づけないための整備

【実施主体】

　市町が実施します。

　各市町は、地域のニーズに対応し

た事業内容を計画的に実施します。

     経営管理部税務課 　    028-623-2101
 　  宇都宮県税事務所      028-626-3003
　　 鹿沼県税事務所         0289-62-6203
　 　真岡県税事務所         0285-82-2135
 　　栃木県税事務所         0282-23-3411
 　　矢板県税事務所         0287-43-2171
 　　大田原県税事務所      0287-23-4171
 　　佐野県税事務所         0283-23-1411
 　　足利県税事務所         0284-41-1215

     環境森林部環境森林政策課     　028-623-3294
     宇都宮林務事務所                 028-626-3101
　   鹿沼林務事務所                    0289-65-5101
　   今市林務事務所                    0288-21-1178
     矢板林務事務所                    0287-43-0427
     大田原林務事務所                 0287-23-6363
     烏山林務事務所                    0287-84-1155
     佐野林務事務所                    0283-23-1441
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